
 

 

さくら保育園重要事項説明書  

１  運営主体 （事業者の概要 ）  

事業者の名称  社会福祉法人  竜谷保育会  

事業者の所在地  帯広市東３条南５丁目５番地  

事業者の連絡先  ０１５５－２３－３７２０  

代表者氏名  理事長  仲尾  信博  

 

２  保育所の概要、目的及び運営の方針  

 

３  施設の概要   

敷地  
敷地全体  ２２７３．５１㎡  

園庭  １２７６．０４㎡  

園舎  
構造  鉄筋コンクリート及び木造１階建て  

延べ  ５９６．１２㎡  

施設の名称  さくら保育園  

施設の所在地  帯広市公園東町４丁目７－２  

連絡先  
電話番号   ０１５５－２２－１８８１  

ＦＡＸ番号  ０１５５－２２－１９２２  

管理者（施設長）氏名  園長  渡辺  浩美    

開設年月日  平成２０年４月１日  

利用定員  

０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

6 人  12 人  18 人  18 人  18 人  18 人  90 人  

支給認定区分  ２号（満３歳以上児）   ３号（満３歳未満児）  

事業の目的  

社 会 福 祉 法 人 竜 谷 保 育 会 が 設 置 す る さ く ら 保 育 園 が 行 う  

特定教育・保育施設の適正な運営を確保するために人員及び

管理運営に関する事項を定め、当園を利用する小学校就学前  

の子ども及びその保護者に対し、適切な保育を提供するこ  

とを目的とします。  

運営方針  

いのちを大切に、生きている喜びを感じ、ともに育ちあう  

という「まことの保育」を推進し良質で 適切な内容の保育  

を提供することにより、すべての子どもが 健やかに成長す  

るための環境が等しく確保されることを目指 します。  

 保育の提供に当たっては、子どもの最善の利益を考慮し、  

その福祉を積極的に増進するため、入園児 の意思及び人格  

を尊重した保育を提供するよう努めます 。  

当園は、入園児の家庭及び地域との結びつきを重視した運  

営を行うとともに、その支援を行い、小学校等の関係機関  

との密接な連携に努めます。  

 



 

 

４  主な設備の概要   

設  備  部屋数  備  考  

乳児室  １室    

ほふく室  １室    ２歳児  

保育室  ４室   １歳児・３～５歳児室  

遊戯室  １室    

調理室  １室    

事務室  １室    

保育士休憩室  １室    

 

 

５  職員体制  

職  種  員  数  常  勤  非常勤  職務の内容  

園長  １人  １人   

保 育 の 質 及 び 職 員 の 資 質 向 上 に 取 り 組

む と と も に 、 職 員 の 管 理 及 び 業 務 の 管

理を一元的に行います。  

主任保育士  １人  １人   
園 長 を 補 佐 し 、 保 育 内 容 に つ い て 保 育

士を統括します。  

副主任保育士  ２人  ２人   

保 育 に 従 事 し 保 育 計 画 の 立 案 、 実 施 、

記 録 及 び 家 庭 と の 連 絡 等 の 業 務 を 行 う

と と も に 、 主 任 保 育 士 を 補 佐 し 保 育 の

充実に努めます。  

保育士  ２０人  ９人  １１人  

保 育 に 従 事 し 保 育 計 画 の 立 案 、 実 施 、

記 録 及 び 家 庭 と の 連 絡 等 の 業 務 を 行 い

ます。  

調理員  ２人  ２人   

給 食 の 調 理 、 食 品 の 調 達 計 画 と 受 け 払

い 、 調 理 室 及 び 食 品 庫 等 の 管 理 そ の 他

給食に関する業務を行います。  

事務員  

その他  
２人  １人  １人  

建 物 、 備 品 の 保 全 管 理 、 経 理 事 務 、 物

品の調達・受払い、文書の収発、整理、

関 係 機 関 と の 連 絡 そ の 他 庶 務 に 関 す る

業務を行います。  

嘱託医  
内科医一法人  

歯科医１人  

子 ど も の 健 康 診 断 と 保 健 衛 生 の 指 導 に

関する業務を行います。  

 

 



 

 

６  提供する特定教育 ・保育の内容  

 児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針  

 及び当園の保育課程に沿って、 入園児の心身の状況に応じ た保育を提供します。  

 

７  賠償責任保険の加入状況  

加入保険の種類  災害共済給付制度  社会福祉施設総合損害補償  個人情報漏洩保険  

加入保険の内容  
負傷・疾病・障害  

死亡  

対人賠償 (１名・１事故 ) 

対物賠償 (１事故 ) 

１請求につき  

 

補償金額  
最高  

３，７７０万円  
最高７億円  １千万円  

 

８  要望 ・苦情等の対応  

 

要望・苦情等を受け付けた場合には、迅速かつ適切に対応します。  

またその内容を記録し、帯広市からの指導または助言を受けた場合には 、必要な  

改善を行います。  

  

 

９  虐待防止のための措置  

 

園児の人権擁護と虐待防止を図るため、市こども虐待対応マニュアルに沿った対応に

努めます。また、必要な体制の整備を行い、職員研修の実施、虐待の早期発見、未然

防止に必要な措置を講じます。  

 

 

１０  おあずかりする時間  

 

 ・開園時間     午前７時～午後７時  

 ・保育時間     保育標準時間   午前７時００分～午後６時００分（１１時間） 

          保育短時間    午前８時３０分～午後４時３０分（  ８時間） 

 ・延長保育時間   保育標準時間   午後６時００分～午後７時００分  

          保育短時間    午前７時００分～午前８時３０分  

                  午後４時３０分～午後７時００分  

 ・保育園の休園日  日曜日  

          祝日・振替休日  

          １２月２９日～１月３日  

 

 

 



 

 

１１  保育料 ・給食費  

 

 ・３歳未満児の保育料（給食費含む）は月の末日までに納入していただきます。  

 ・３歳以上児の保育料は無料ですが、給食費として月額５，１００円を納入いただ  

きます。納入方法は「ゆうちょ銀行」の口座引落となります。  

 ・給食費は途中入園・退園時、及び６日開園日以上長期欠席で３開園日前 に申請が  

  あった場合は、日額２０４円を減額調整します。  

 ・保育料や給食費は、世帯の市民税額によって決められます。  

 

 

１２  入園 ・退園  

 

 ・帯広市が行う利用調整によって入園を決定します。  

 ・入園要件に変更のあった場合は、保育園に必ずお知らせください。  

  （勤務先の変更、出産、病気、入院、失業、就労、介護など）  

 ・退園する時は「退園届」を保育園に提出してください。  

 ・入園要件を満たさなくなった場合には、退園に至ることもあります。なお、求職  

中の場合には、最大 ２ヶ月間入園することが可能です。  

 

 

１３  危機管理体制  

 

 ・防災対策  

   非常災害に備えて月 1 回の避難訓練を実施しています。  

   業者による消火器・消防用設備の定期点検 を実施しています。  

   災害の発生と同時に広域避難場所に移動 し、その後の災害の規模や状況、各方  

面の指示によっては指定避難所へ移動します。  

  広域避難場所     グリンパーク北部  

  指定避難所      花園小学校  

＜管轄する消防署＞    帯広消防署南出張所  

＜管轄する警察署＞    帯広警察署西５条交番  

 

 

１４  健康診断  

 

 ・定期健康診断（年２回）  

   ＜業務委託先＞      十勝勤労者医療協会医師  

 ・歯科検診（４・５歳児  年１回）  

   ＜業務委託先＞      たけしげ歯科医院  

 ・巡回歯磨き指導（年１回）  

               十勝歯科医師会・十勝歯科衛生士会  

 

 

 

 



 

 

１５  緊急時における対応  

 

 保育中に園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに園児の家  

族などに連絡するとともに、十勝勤医協帯広病院医師等、又は園児の主治医に相談  

する等の対応をします。  

 

 

１６  個人情報の守秘義務  

 

 職員及び職員であった者が知り得た子ども及びその保護者に関わる個人情報につい  

ては、法令による場合を除き、保護者の同意を得ずに第三者へ提供することはあり  

ません。  


